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�愛媛県告示第２０号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２１号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

� メチル＝２―［１－（シクロヘキシルメチル）―１Ｈ―イン

ドール―３―カルボキサミド］―３－メチルブタノアート（通

�愛媛県告示第１９号
次のとおり落札者を決定した。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

電子メール添付ファイルの無害化シ
ステムの購入 一式

愛媛県企画振興部
政策企画局情報政
策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２８年１２月１２日

ネットワンシステムズ
株式会社
東京都千代田区丸の内
二丁目７番２号ＪＰタ
ワー

６６，９６０，０００円 一般競争入札 平成２８年１０月２８日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

放射線第一病院 今治市北日吉町一丁目１０
番５０号 医療法人順天会

平成３２年
１月５日
まで
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称名AMB―CHMICA）及びその塩類

� ２―（４―エトキシ―３，５―ジメトキシフェニル）エタン

アミン（通称名：Eacaline）及びその塩類

� Ｎ―（１―フェネチルピペリジン―４―イル）―Ｎ―フェニ

ルフラン―２―カルボキサミド（通称名Furanyfentanyl、Fu―F）

及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

平成２８年１２月３１日

�愛媛県告示第２２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレッシュバリュー西原
店

新居浜市西原３丁目
甲１４１０番１ 大規模小売店舗の名称 バリュー市場 新居

浜店
フレッシュバリュー
西原店

平成２２年
１２月１日

平成２８年
１２月２６日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第２３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フレッシュバリュー高市
店

今治市高市字頓田甲
７８７番地７ 大規模小売店舗の名称 バリュー今治店 フレッシュバリュー

高市店
平成２２年
１２月１日

平成２８年
１２月２６日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

愛 媛 県 報平成２９年１月１３日 第２８３９号
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�愛媛県告示第２４号
保安林の指定施業要件の変更（平成２８年１２月２日愛媛県告示第１３

２７号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を宇和島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨

を告示する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２５号
保安林の指定施業要件の変更（平成２８年１２月２日愛媛県告示第１３

２６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を愛南町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を

告示する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２６号
保安林の指定施業要件の変更（平成２８年１２月２日愛媛県告示第１３

２９号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容

を愛南町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を

告示する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町山財３９５５
北宇和郡清満村大字山財大道
組６８番地
山 口 龍太郎

森林所有者

宇和島市津島町山財４０１１、
４０２２、４０３２、４０３６、４０４７、
４０５７、４０５８、４０９４

北宇和郡津島町大字山財３７５０
番地
堀 田 一 義

〃

宇和島市津島町山財４０４３、
４０４４、４０９９

松山市南吉田町９７５番地

松 本 八 重
〃

宇和島市津島町山財４０４５、
４０４６、４０９８

北宇和郡津島町大字御内５１７
番地
福 田 義 人

〃

宇和島市津島町山財４０６９
北宇和郡清満村大字山財大道
組１８３番地
堀 川 岩太郎

〃

〃
北宇和郡清満村大字山財９３番
地
堀 田 三之進

〃

〃
北宇和郡清満村大字山財２８２
番地
山 口 亀 吉

〃

〃
北宇和郡清満村大字山財４０６
番地
黒 田 一 枝

〃

宇和島市津島町山財４０７３
山財

森 下 吉三郎
〃

宇和島市津島町山財４０８９
宇和島市川内甲２０２８番地１６

森 川 治 代
〃

宇和島市津島町山財４０９０
宇和島市川内甲２０２８番地１６

森 川 安 孝
〃

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

南宇和郡愛南町御荘和口
１１０２、１１０３

南宇和郡御荘町大字和口７９２
番地
増 田 新 一

森林所有者

南宇和郡愛南町御荘長洲
６３２

岡山県赤磐郡瀬戸町江尻２０１８
番地
土 居 ト メ

〃

南宇和郡愛南町御荘長洲
７５６

南宇和郡御荘村大字長洲７２１
番地
松 下 藤 一

〃

南宇和郡愛南町御荘長洲
７５７

南宇和郡御荘町大字長洲７２１
番地
松 下 藤 一

〃

南宇和郡愛南町御荘長洲
７５９

南宇和郡御荘町大字長洲４７７
番地２
宮 下 ヤ ク

〃

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

南宇和郡愛南町御荘菊川
４８４

南宇和郡御荘町大字菊川１２５
番戸
尾 � 民一郎

森林所有者

〃
南宇和郡御荘町大字菊川６３番
戸
松 家 與太郎

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川６４番
戸
尾 � 藤 松

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川６５番
戸
尾 � 竹 松

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川６６番
戸
尾 � 平 藏

〃

愛 媛 県 報平成２９年１月１３日 第２８３９号
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２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び愛南

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第２７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）

第５条第６項の規定により告示する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１２８
番戸
石 川 義 秀

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１１６
番戸
木 下 要 吾

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１１７
番戸
桐 林 松 治

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１１４
番戸
井 関 類 太

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１１２
番戸
尾 倉 芳 松

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１１０
番戸
山 平 寅 吉

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１０９
番戸
藤 村 万太郎

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１０８
番戸
尾 � 温 和

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１０７
番戸
尾 � 運太郎

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川イ１２
１番戸
河 野 清 吉

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１２３
番戸
尾 � 茂 市

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１２７
番戸
前 田 熊太郎

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１２８
番戸
石 川 又 市

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１２２
番戸
松 本 丑 松

〃

〃
南宇和郡御荘町大字菊川１２０
番戸
倉 田 定太郎

〃

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

丹第
１４号

西条市周布３４９番地１ 西条西交通安全協会 売りさばき人住所
西条市周布３４９番地１
売りさばき所
西条市周布３４９番地１
西条西警察署内

売りさばき人住所
西条市壬生川１２４番地１
売りさばき所
西条市壬生川１２４番地１
西条西警察署内

平成２８年
１２月１９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大下白潟線
今治市関前岡村甲１８番２地先から

同市関前岡村甲６９７番２０まで
平成２９年１月１３日
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�愛媛県告示第３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連合から次のと

おり役員が退任した旨の届出があった。

平成２９年１月１３日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

退 任

�愛媛県告示第３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２９年１月１３日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県告示第３３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山伊予線
松山市和泉南二丁目１６３番１から

同市和泉南三丁目４００番１地先まで

旧 ７．７～９．３ ０．０７１

新 １５．０～１７．３ ０．０７１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
東温市河之内字割石東山乙１６２４番４７から

同字乙１６２４番４８まで
平成２９年１月１３日

〃 〃 東温市河之内字割石東山乙１６２４番３７ 〃

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３００６１０ 株式会社 あけぼの 愛媛県宇和島市三間町
黒井地１５９４番地２３ 中 矢 清 介 居宅介護 ヘルパーステーション

あいか
愛媛県宇和島市三間町
黒井地１５９４番地２３

平成２８年
１２月２３日

３８１０３００６１０ 株式会社 あけぼの 愛媛県宇和島市三間町
黒井地１５９４番地２３ 中 矢 清 介 重度訪問介護 ヘルパーステーション

あいか
愛媛県宇和島市三間町
黒井地１５９４番地２３

平成２８年
１２月２３日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 和 彦 西宇和郡伊方町湊浦１００２番地２０

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

音 声 、 言 語 機 能 障 害 脳神経外科 社会医療法人社団更
生会村上記念病院 藤 田 仁 志 西条市大町７３９番地 平成

２９年１月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

外 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 赤 岩 譲 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２９年１月１日

小 腸 ・ 肝 臓 機 能 障 害 内科、消化器
内科 市 立 大 洲 病 院 土 居 裕 和 大洲市西大洲甲５７０番地 平成

２９年１月１日
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公 告

選挙管理委員会告示

�愛媛県告示第３４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２９年１月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
平成２８年７月１０日執行の参議院選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

平成２９年１月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成２８年７月１０日執行 参議院選挙区選出議員選挙（愛媛県選挙区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） ３９，２０１，３００円

３ 報告書の要旨

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

佐 藤 秀 樹 市 立 宇 和 病 院 西予市宇和町卯之町１－２４６ 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲甲５７０番地 平成２８年
１２月１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２９年１月４日 特定非営利活動法人 まこと 鈴 木 公 生 松山市南�米町１４９番地５ 第６
ゴトービル４０６号

この法人は、身体障がい者、知的障がい者、精
神障がい者、発達障がい者、高次脳機能障がい
者に対して、障がい者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援し、もって障がい福祉の増進を
目的とする。

候 補 者 氏 名 永 江 孝 子 所 属 党 派 無 所 属
平成２８年５月１３日から 第１回分

期 間
平成２８年９月１日まで 第２回分

出納責任者氏名 渡 部 宰

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，８４１，１２５円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ４９６，８５９ （ ０ ）

民進党 ２７，０００，０００円 選挙事務所費 ４９６，８５９ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 １５２，４７３ （ ０ ）

交通費 １５８，７５１ （ ０ ）

印刷費 ２，４７１，６９０ （ ０ ）

広告費 １，５１０，９２７ （ ０ ）

文具費 ９，６６２ （ ０ ）

食糧費 １４４，０２９ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 １９７，７００ （ ０ ）
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その他の収入 ０ 雑費 ９４，５６９ （ ０ ）

今 回 計 ２７，０００，０００ 今 回 計 ７，０７７，７８５ （ ０ ）

総 計 ２７，０００，０００ 総 計 ７，０７７，７８５ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ３１７，９００円

ビラの作成 ８５２，６００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，３０１，１９０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ２７４，３２０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０５，２００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９８，１８０円

計 ３，１４９，３９０円

報告書受理年 月 日
平成２８年７月２５日

平成２８年９月７日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 森 田 浩 二 所 属 党 派 幸 福 実 現 党 第１回分

期 間
平成２８年５月１０日から 第２回分

平成２８年９月８日まで 第３回分
第４回分出納責任者氏名 森 田 浩 二

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １６９，０５４円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ７３６，９１０ （ ０ ）

幸福実現党 １，１００，０００円 選挙事務所費 ７３６，９１０ （ ０ ）

幸福実現党愛媛県本部 ４，５００，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

及川幸�後援会 １，９４０，０００ 通信費 ６８８，８４７ （ ０ ）

渡 部 孝 子 無 職 ７００，０００ 交通費 ４６，０６０ （ ０ ）

印刷費 １，６４０，３６９ （ ０ ）

広告費 １，０８６，７０５ （ ０ ）

文具費 １４，２６５ （ ０ ）

食糧費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ４件 ３９，４００ 休泊費 ２５，８２０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑費 ６６，００５ （ ０ ）

今 回 計 ８，２７９，４００ 今 回 計 ４，４７４，０３５ （ ０ ）

総 計 ８，２７９，４００ 総 計 ４，４７４，０３５ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円
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支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日

平成２８年７月１５日
平成２８年７月２７日
平成２８年８月２４日
平成２８年９月８日

第 １ 回 報 告 分
第 ２ 回 報 告 分
第 ３ 回 報 告 分
第 ４ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 山 本 順 三 所 属 党 派 自 由 民 主 党 第１回分

期 間
平成２８年４月１１日から 第２回分

平成２８年１０月５日まで 第３回分
第４回分出納責任者氏名 柴 田 泰 彦

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ３，０４８，５００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １，０５０，７５２ （ ０ ）

自由民主党愛媛県参議院選挙区第三支部 ５，０００，０００円 選挙事務所費 ３２７，１６０ （ ０ ）

山本順三後援会 ２，０００，０００ 集合会場費 ７２３，５９２ （ ０ ）

通信費 ２０４，８３１ （ ０ ）

交通費 ７７，１１０ （ ０ ）

印刷費 ２，５１３，２４５ （ ０ ）

広告費 １，１９９，００８ （ ０ ）

文具費 １７，８２０ （ ０ ）

食糧費 ４７７，５３６ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ２８３，３６０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑費 ９１２，５７３ （ ０ ）

今 回 計 ７，０００，０００ 今 回 計 ９，７８４，７３５ （ ０ ）

総 計 ７，０００，０００ 総 計 ９，７８４，７３５ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ３２０，０２５円

ビラの作成 ８５２，６００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，３４０，６２０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３２９，４８４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０７，９６８円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９８，６２５円

計 ３，２４９，３２２円
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公営企業告示
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�愛媛県公営企業告示第１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２９年１月１３日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

�愛媛県公営企業告示第２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２９年１月１３日

愛媛県公営企業管理者 俊 野 健 治

報告書受理年 月 日

平成２８年７月２５日
平成２８年８月１０日
平成２８年８月２３日
平成２８年１０月６日

第 １ 回 報 告 分
第 ２ 回 報 告 分
第 ３ 回 報 告 分
第 ４ 回 報 告 分

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

マルチスライスＣＴ ２式
（月額賃借料／県立今治病院、県立
新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２８年１２月１９日
株式会社自治体病院共
済会
東京都千代田区紀尾井
町３番２７号剛堂会館内

１１，２８４，９２０円 一般競争入札 平成２８年１１月４日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

注射薬自動払出システム １式
（月額賃借料／県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２８年１２月１９日
日立キャピタル株式会
社
東京都港区西新橋一丁
目３番１号

１，４４１，８００円 一般競争入札 平成２８年１１月４日

平成２９年１月１３日 発行

愛 媛 県 報平成２９年１月１３日 第２８３９号

１７


